
期日前投票・不在者投票をご利用ください
世田谷区役所（第2庁舎４階）：10月16日㈬～10月26日㈯／まちづくりセンター（28か所）：10月20日㈰～10月26日㈯

10月27日㈰に投票所へ行けない見込みの方は、

再生紙を使用しています

世田谷区からのお知らせです

衆議院議員選挙特集号 お問い合わせは、選挙管理委員会事務局 ☎5432-2751 FAX5432-3045 へお願いします。

政治家の寄附は禁止されています　～有権者のこころがけ～ 受け取らない 求めない

仕事、用事、旅行、入院、転出等の理由で、10月27日㈰に投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票・不在者投票をご利用ください。

　ご自分の入場整理券（届いている場合）をお持ちください。

　指定された病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・入所し
ている方は、その施設内で不在者投票ができます。指定施設に該当する
か等詳しくは、施設にお問い合わせください。

※前回選挙の期日前投票所ごとの投票者数を 区HP 18404  に掲載しています。比較的すいている期日前投票所にお越しいただき、混雑緩和にご協力をお願いします。

　世田谷区は、小選挙区が東京都第5区と東京都第6区に分かれている
ため、住所地（選挙人名簿登録地）によって期日前投票の受付場所が異な
ります。裏面の地図でご自身の選挙区をご確認のうえ、該当の受付場所
へお越しください。
※小選挙区の区割り改定に伴い、前回から受付場所が変更となっています。
※世田谷区役所（第2庁舎4階）、北沢まちづくりセンター及び二子玉川まちづくりセ
ンターでは、東京都第5区・東京都第6区どちらにお住まいの方（選挙人名簿に登
録されている方）でも期日前投票ができます。

受付時間／午前8時30分～午後8時（土・日曜日も同じ）

〈期日前投票受付場所・受付期間〉
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受付時間／午前8時30分～午後8時（土・日曜も同じ）

例 18歳以上 18歳未満
候補者の選挙運動員になること
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インターネットを使用して選挙運動をすること
電子メールを使用して選挙運動をすること ×選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して配ること

　選挙のため、区内施設の一部が利用できない場合があります。詳し
くは、各施設にお問い合わせください。ご協力をお願いします。

区内施設の一部が利用できなくなります 　投票・開票の状況及び開票結果は、区HP 18404 で随時お知らせします。
　開票は10月27日㈰午後９時から、東京都第5区は大蔵第二運動場体育館（大蔵4-7-1）、東京
都第6区は総合運動場体育館（大蔵4-6-1）で行います。世田谷区の選挙人名簿に登録されてい
る方は、2か所のうちお住まいの選挙区の開票を参観することができます。

　18歳以上の方は、公示日から投票日の前日まで選挙運動を行うことができますが、いくつか
の注意事項があります。主な例は下表をご覧ください。

　一時帰国している方や、帰国直後で国内の選挙人名簿に登録され
ていない方は、在外選挙人証を提示して、指定された投票所または
期日前投票所で投票するほか、不在者投票をすることができます。
詳しくは、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へお問い合わせ
ください。

投票・開票速報

選挙運動に関する注意事項

在外選挙人証をお持ちの方へ

区内で期日前投票をする場合

指定された病院等で不在者投票をする場合

世田谷区役所（第２庁舎４階）【11日間】

まちづくりセンター【7日間】
【東京都第５区】
池尻、太子堂、若林、上町、下馬、上馬、代沢、北沢、
奥沢、九品仏、等々力、上野毛、用賀、二子玉川、深沢
【東京都第６区】
経堂、梅丘、新代田、北沢、松原、松沢、二子玉川、
祖師谷、成城、船橋、喜多見、砧、上北沢、上祖師谷、烏山

　疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方は、お申し出
により投票所係員が代筆します（ご家族等が代筆することはできませ
ん）。なお、投票の秘密は堅く守られます。

代理投票

各投票所には、車いす、点字器、投票用紙記入補助具（※1）、虫め
がね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード（※2）を用意しています。
必要な方は投票所係員にお申し出ください。また、いずれの投票所も
車いすでお越しいただくことができます。
※１　投票用紙を挟み、触るだけで記入する位置が判別しやすくなるケース
※２　イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード

お身
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体の不自由な方等へ

　大切な一票が無効票とならないよう、次のことにご注意ください。
❶余分なことを書かない
候補者の氏名または政党等の名称を正しく書いていながら、それ以外のこと（記号、

応援メッセージ等）が書かれているために、無効票となってしまうことがあります。
❷間違えて書いた場合は訂正を
間違えて書いたものは二本線で消して、横に正しいものをお書きください。

　※新しい投票用紙に交換することもできます。投票所係員にお申し出ください。

①「小選挙区選挙」の投票用紙には、候補者1人の氏名を記入します。
②「比例代表選挙」の投票用紙には、政党等の名称を1つ記入します。
③「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙には、裁判官の一覧が印刷さ
れていますので、辞めさせたほうがよいと思う裁判官がいる場合は、
その氏名の上の欄に「×」印を記入します。辞めさせなく
てもよいと思う裁判官については、何も記入しません。

投票所における投票方法を
区公式YouTubeチャンネルで案内しています▶
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投票方法

無効票とならないように

親子親子でで投票投票にに行行こうこう!!!!
　親子（家族）で投票所に来られた小学生以下のお子さんへプレゼント
をご用意しています（各投票所先着300名）。
　ぜひ、お子さんとご一緒に投票所にお越しください。

親子親子でで投票投票にに行行こうこう!!!!

※補助犬は入場できます。投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。お願い

　マイナンバーカード（署名用電子証明書付）をお持ちの方はスマートフォン等のマイナ
ポータルアプリ（またはサイト）から投票用紙等を請求することができます。

⑴オンラインによる手続き

⑵郵送または持参による手続き
　郵送または持参でも投票用紙等を請求することができます。詳しくは区HP 18404 を
ご覧ください。
※郵送による手続きは日数がかかります。配達日数等も考慮し、お早めにご請求ください。

マイナポータルアプリ（またはサイト）を開いてログイン❶

自治体設定画面で「東京都」「世田谷区」を選択❷

トップページの「 さがす」から「選挙」を検索❸

必要事項を入力して申請（投票用紙等の請求）❺

世田谷区選挙管理委員会から、ご本人の希望送付先に投票用紙等を郵送❻

投票用紙等が届いたら、転出先または滞在先の区市町村の不在者投票所で投票❼

「第５０回衆議院議員選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投
票における投票用紙等の請求方法について」が表示されたら「詳しく見る」をク
リックし、「申請する」を選択

❹

転出先または滞在先の区市町村の不在者投票所で投票する場合


